
（2023.3改）

[中途脱退者選択書（その１）で(7)保留を選択された方]

住商連合企業年金基金　御中

資格喪失時に選択を保留していた脱退一時金相当額の取り扱いにつき、下記のとおり選択しましたので連絡致します。

 　　　年　　 　月　　 　日

電話 （自宅） - -
（携帯） - -

■選択区分 下記（１）～（６）より１つのみ選択の上、右欄に○を付けてください。

（１）脱退一時金として受給

（２）企業年金連合会へ移換

（３）再就職先の確定拠出年金へ移換

（４）再就職先の確定給付企業年金へ移換

（５）再就職先の厚生年金基金へ移換

（６）国民年金基金連合会（個人型確定拠出年金iDeCo）へ移換

＊加入者証の添付は不要です。

＊喪失日より１年以内に必ず提出してください。 　 基 金 受 付 印

事業所名 印　　鑑

確定給付企業年金　中途脱退者　選択書（その2）

加入者番号 基礎年金番号

氏　名

 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

㊞

生年月日 昭和　　・　　平成 年 月 日

(2),(3),(4),(5),(6)を選択の場合、資格喪失後１年以内に手続きが必要です。

(4),(5)を選択する場合は、再就職先の企業年金等に脱退一時金相当額の移換ができる旨が定められている

 必要があります。確認の上、移換申出書を入手してください。

(3),(6)を選択する場合は、再就職先または金融機関から移換申出書を入手し、移換手続きを行ってください。

住　所

  〒

メールアドレス

（書類受付後約１ヶ月半～２ヶ月後に振込予定）

〈特記事項〉


